
日常の
労務管理の原則と

職場規律の維持
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「規律の遵守」と「人間性の尊重」を両立させる

ルールを自主的に守る職場づくりをめざそう

管理監督者の役割は，仕事と人のマネジメントの推進です。職場には

さまざまな個性を持つ人が集まり集団を構成しています。そこでは人の

数だけ問題を発生させる要素があり，トラブルの要素が存在します。日

常の職場（労務）管理の実際は，問題解決の連続といっても過言ではあ

りません。管理監督者は，労務管理上の問題に対する感度を高め，問題

を適切に解決するマネジメント能力の強化が不可欠になっています。

職場の労務管理上の問題と一口に言っても，それは個人の問題であっ

たり，職場集団の問題であったりします。職場に起こる問題のすべてを

事前に予測しておくことは困難であり，多くは応用問題としての解決が

必要です。管理監督者が実際に職場（労務）管理の問題を解決するとき

の基本的な解決策は，ルールに則って公正・公平な解決をめざすことで

す。そのルールとなるのが労働関係の諸法規であり，就業規則です。

第１章では変わる日本型の雇用システムを概観し，その延長上にある

「働き方改革」など新しい話題を考えます。労務管理は，実際の政治・

経済・社会の問題と密接な関係にあることをまず理解してください。

第２章は，労務管理の原則である「労働契約」の原則を学びます。会

社（使用者）と社員（労働者）の権利と義務の関係を掘り下げます。日

常の職場（労務）管理を考えるときのいちばんベースになるものです。

第３章は，労働基準法を中心に，管理監督者が実務上知っておくべき

労働法の基礎知識を解説します。賃金・労働時間・有給休暇・時間外労

働などの労働条件の問題を中心に知識を深めます。

第４章は，ここまでの知識を前提に，管理監督者が実際に日常の職場

（労務）管理に取り組むときの姿勢や心構えを検討します。管理監督者

として問題に取り組む基本のスタンスを確立してください。

めは じ に
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1 変わる「日本型」雇用システム

�グローバル化は人材の多様化をすすめる

いわゆるグローバル化の進展の影響は，人事・労務管理の分野では，

何よりも個別企業における人材の多様化に現れています。多様化といえ

ば響きはいいのですが，実際には雇用形態も雇用期間も違い，さらには

能力も雑多な人材が混在して仕事をするようになる，ということが実態

です。

企業に働く人は，概ね図表１・１のように分類できます。まず，期間

の定めのない労働契約を結んでいる直接雇用の正社員です。一定の規模

の企業では，正社員は総合職，一般職に分けて採用している場合が多く

なっています。また，直接雇用関係のある社員（労働者）であっても，

契約社員（特定の職種に従事し，専門的能力の発揮を目的として雇用期

間を定めて契約する者），パートタイマー（正社員より１日の所定労働

時間が短いか，１週の所定労働日が少ない労働者で，雇用期間が１ヵ月

を超えるか，または定めのない者），アルバイト（明確な定義はない。パ

ートタイマーの一種としてとらえられることが多い），臨時的労働者，嘱

託社員などの非正規社員がいます。

さらに，企業との間に直接の労働契約のない外部人材の活用も増加し

ています。受け入れ企業からの指揮・命令権のある派遣社員，指揮・命

令権のない請負労働者です。業務請負の一形態といえますが，企業と個

人が直接に業務契約をするフリーランサーの増加も予想されます。

さて，このように人材の多様化は，経営環境の変化に対応した経営上

の判断からですが，結果として社員（労働者）の２極化につながったこ

とは間違いありません。１９９０年代までの日本企業の多くは，高度な企画

や技術の開発を担当する事務・技術職（ホワイトカラー）と，生産業務

を担う技能者（ブルーカラー）ともに期間の定めのない労働契約によっ

て，長期雇用することが当然のものとされていました。こうした雇用形

態は日本的経営の強さの源泉といわれたものです。しかし，現在はこう

人材の多様化

正社員

契約社員

パートタイマー

非正規社員

派遣社員

請負労働者

フリーランサー

期間の定めのない
労働契約
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した考え方を維持する企業が多数である一方，いわゆる基幹業務は長期

に働いてもらい，単純なスキルの業務の場合は必ずしもそうとは考え

ず，短期に柔軟に仕事をしてもらう，と考える企業も増えており，人事

政策や人事制度のあり方に大きな変化がみられます。

�人事制度の基盤となるシステム

企業規模が大きくなると多様な人材を効率的・効果的に育成・確保

し，活用し，処遇することが必要になります。そのために，社員をいく

つかのグループに分ける「社員区分」と社員の社内での序列（「偉さ」）

を決める「社員の格付け」が制度化されます。

社員区分制度は，一般に①仕事内容の違い（たとえば事務・技術職と

技能職の区分），②将来のキャリアの違い（たとえば総合職と一般職の

区分，全国社員と地域限定社員の区分など），③キャリアの段階の違い

（たとえば能力育成期と能力発揮期の社員の区分），④企業の期待する働

き方の違い（たとえば正社員とパート社員の区分）などに分類できます。

これらの社員区分は，企業規模が大きくなるにつれ，単一ではなく，い

くつかの組み合わせによって制度化（人事制度）されます。

比較的多くの日本の企業が行っている正社員を区分する基準として

図表１・１ 多様化する働く社員の実態

今野・佐藤『人事管理入門（第３版）』（日本経済新聞出版）より一部改変

総 合 職

一 般 職

正社員

契約社員，パートタイマー 非正規社員

派遣労働者 非直用の労働者

業務請負 他社の指揮命令下の労働者

外注，委託，フリーランス，アウトソーシング （社外，個別契約の労働者）

社員区分

社員の格付け

人事制度

直接雇用されて
いる社員

第１章 労働環境の変化と新たな労務管理上の課題の発生
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「仕事の内容」と「勤務条件」を用いると，一般職群として勤務地限定

社員である「一般職」「中間職」，長期蓄積能力活用型の正社員であり，

まだ能力開発期間中として位置づけられる「総合職」（多くは若手社

員），管理職・担当職群として，豊富な業務経験を有する業務を担当す

る「専任職」，高度な専門業務を担う「専門職」，そして管理業務を担当

する「管理職」に区分することができるでしょう。

�ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用

労働政策研究・研修機構の濱口桂一郎氏は，欧米型の仕事（ジョブ）

に対して人を採用する（割り当てる）雇用システムを「ジョブ型雇用」，

人（従業員＝メンバー）を採用してから仕事を割り当てる日本型の雇用

システムを「メンバーシップ型雇用」と命名しています（図表１・２）。

ジョブ型では，仕事の具体的な内容や範囲が「職務」によって決まりま

す。賃金も必然的に「職務給」になります。これに対して，メンバーシ

ップ型は企業（会社）に雇用され，仕事の内容や範囲（配置や異動も容

易）もその企業の労働慣行によって決まります。賃金は「職務」に値段

のつかない「職能給」中心になります。

最近の一般の傾向として，メンバーシップ型は評判がよくありませ

図表１・２ メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用

メンバーシップ型雇用（日本）

ジョブ型雇用（欧米）

仕事（ジョブ）に対して人を割り当てる（採用する）

社員（メンバー）を採用してから仕事を割り振る
日本型組織

欧米型組織

ジョブ型雇用

メンバーシップ型
雇用

営 業

技 術

管 理

営 業

技 術

管 理
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